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１．新たなるミサイル発射 

本年（２０１７年）７月４日（本件申立直前）北朝鮮は新たにミサイルを発

射した。それは米国本土に達する危険がある高性能なものであった。米国政府

もこれをＩＣＢＭ（大陸間弾道弾）と認定した。米国本土に達し得ることを国

として公式に認定したのである。そして、レッドライン（超えてはならない一

線）を超えたと認定した。それは、米国が北朝鮮に対して軍事的措置を取るか

もしれないということを意味する。万一そのようなことになれば、北朝鮮の報

復攻撃が日本にある原発や米軍基地に向けられる恐れがある。日・米・朝の間

の緊張は新たな段階に入ったとされている。まさに目が離せない状況になって

きたのである（以上につき、書証は追って提出とする）。 

 

２．申立書の訂正 

本件申立書の７頁上から２０行目の「そもそも」の後に「中・長距離ミサイ

ル（射程１，０００㎞以上。日・朝間は１，０００㎞以上）について」と加入

する。 

以上 


